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詐欺を撃退！「自分は大丈夫！」
と思っていませんか？

特殊詐欺等防止
対策機器
導入費補助金

●対象／市内に住所があり、６５歳以上で構成され
　　　　る世帯の方

市役所市民課市民係[内線112]

●手続方法

申請書、機器の見積書、機器の
カタログを、本庁舎市民課、総
合分庁舎、七重浜・茂辺地両支
所のいずれかに提出。

補助金の交付決定通知書と交
付請求書を市役所から送付

機器を購入。交付請求書、領
収書のコピー、保証書のコ
ピー、通帳のコピーを市役所
市民課、総合分庁舎、七重浜・
茂辺地両支所のいずれかの
窓口に提出。

申請者の口座に
補助金を振込。

北斗ろう協会では、４回にわたり萩野小学校に訪問し、手

話での自己表現やコミュニケーションを伝えてきました。

子どもたちは回を追うごとに手話スキルを上達させ、言

葉の制約を超えたコミュニケーションに興味深々でした。

食生活改善協議会では、男性の料理

教室を開催し、参加者は、出汁の取り

方や生活習慣病を予防する料理を学

びました。笑顔と共に調理する楽しさ

が広がっていました。

手話の魅力を発見し、
自信をつける子どもたち

隠れた料理の腕を発揮
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多くが自宅への１本の電話から始まる特殊詐欺。
市では、詐欺対策のため、対象機器の購入・
設置した費用の2分の1（上限1万円）を
補助をします！

※１世帯１台まで
※市内に店舗を有する
　業者から、購入した
　ものに限ります。


